
議案第６７号

渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。

令和８年６月１１日提出

渋川市長 星 名 建 市

渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例の一部を

改正する条例

渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例（平成１８年渋川

市条例第２３５号）の一部を次のように改正する。

別表公共下水道事業の部公共下水道の項及び特定環境保全公共下水道の項

を次のように改める。

公共下水道 １，０８１．５ ３０，４７４ ２３，０８４

特定環境保全 ６６５ １９，５７８ ７，６２２

公共下水道

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

理 由

利根川上流流域関連渋川市公共下水道事業計画の変更に伴い、所要の改正

をしようとするものである。



渋川市水道事業及び下水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

区分 計画処理区域面 計画処理人口 計画１日最大汚 区分 計画処理区域面 計画処理人口 計画１日最大汚

積（ヘクタール （人） 水量（立方メー 積（ヘクタール （人） 水量（立方メー

） トル） ） トル）

公共下水道 公共下水道 １，０８１．５ ３０，４７４ ２３，０８４ 公共下水道 公共下水道 １，０８１．５ ３１，２４３ ２３，５０１

事業 特定環境保全 ６６５ １９，５７８ ７，６２２ 事業 特定環境保全 ６６５ １９，１１８ ７，４０６

公共下水道 公共下水道

（略） （略）
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